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１ 【提出理由】

当社及び当社連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象

が発生致しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19

条第２項第12号および第19号の規定に基づき提出するものであります。

　
２ 【報告内容】

（1）当該事象の発生年月日

　　　平成25年４月９日

　
（2）当該事象の内容

平成25年４月９日に当社本社工場（大阪府堺市）にて火災事故が発生しました。この事故により

関係当局より本社工場の使用停止命令を受けておりましたが、平成25年４月16日以降、生産設備に

対し一時使用停止命令を解除する旨の通知を、数次にわたって頂き、順次生産設備の稼動を再開し

てまいりました。しかしながら、溶解設備の再開に際しては、炉の修理、安全対策の徹底・確認、

再稼動に向けての準備にて実質２ヵ月半は自社での生産が行えず、その間は一部を外部からの中間

材料の供給により、販売を行いましたが、需要全てを満たすことが出来ず、販売量が激減いたしま

した。

　
（3）当該事象の損益に与える影響額

当該設備の撤去および復旧等に係る費用、受注・販売を含めた事業への影響、火災事故に伴う保

険収入等を、合理的に見積もることは困難な状況が続いておりましたが、一定の前提や現時点で入

手可能な情報に基づき、本事象が平成26年３月期の当社の損益および連結損益に与える影響額（営

業損益）の概算見通しを、500百万円程度と予想しております。また、撤去および復旧等に係る費

用は120百万円程度と予想しておりますが、その大部分は、付保しております火災保険にて求償す

る見込みで、業績に与える影響は軽微と考えております。

なお、影響額の見積もりは、本報告書の提出日現在において入手可能な情報および将来の不確実

な要因に係る仮定を前提としているため、今後変動する可能性があります。
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